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２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

ボランティア 避難所運営の補助 

伊勢市社会福祉協議会、ボランティアセンタ

ー 
ボランティアのマッチング 

三重県 
他市町、他都道府県との受入れ調整、事務の代

行 

国 事務の代行 
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第２節 要配慮者対策 
避難所において、要配慮者が適切な配慮を受けられるような避難所運営ができるよう管理し

ます。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

関関係係資資料料 

☛備蓄倉庫一覧 P.7 

 災害時指定避難場所一覧 P.67 

災害救助法様式３ 避難所設置及び避難生活状況 P.501 

災害救助法様式 24① 救助事務費の状況 P.525 

災害救助法様式 24② 救助事務費調査票 P.526 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

協定締結先 要配慮者の受入れ、避難支援 

自治会、自主防災組織 安否確認 

担当
発災後

～

３時間

３時間

～

24時間

24時間

～

３日

３日

～

７日

７日

～

１ヶ月

１ヶ月

～

　言語、生活習慣の異なる外国人は、災害時に正確な情報が伝わりにくいため、避難生
活に支障が生じることのないよう、外国人にも十分配慮した情報伝達・支援活動に努め
ます。

3 福祉避難所 避難所チーム

　災害時の状況等に応じて、避難所での生活が困難な要配慮者を受け入れる福祉避難所
を開設します。福祉避難所へは、原則として、避難所から市が手配した車両等により搬
送します。なお、福祉避難所は、市が各施設の状況や収容可能人数を確認したうえで開
設するものであり、災害発生と同時に開設するものではありません。

4 外国人対策 避難所チーム

　平時より要配慮者の把握に努め、発災時には自治会、自主防災組織、民生委員・児童
委員等の地域住民の協力を得ながら在宅の要配慮者の安否確認や人命の確保を図りま
す。

業務内容

1 避難所避難者対策 避難所チーム

　要配慮者に配慮した避難所づくりを支援し、健康の維持及び災害関連死の予防に努め
ます。また、場合によってはヘルパーの派遣、市が手配した車両等による福祉避難所や
医療施設への搬送を行います。

2 在宅避難者対策 避難所チーム
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第３節 食糧等の供給 
生命や身体を維持していくために必要な食料や飲料水を県、関係機関や協定先と連携して確

保し、被災者に供給します。 

 

１ 実施業務 

 

 

関関係係資資料料 

☛備蓄倉庫一覧 P.7 

災害時指定避難場所一覧 P.67 

災害救助法様式 5  炊き出し給与状況 P.505 

災害救助法様式 6  飲料水の供給簿 P.506 

災害救助法様式 24① 救助事務費の状況 P.525 

災害救助法様式 24② 救助事務費調査票 P.526 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

協定締結先 食糧の供給、物資輸送 

ボランティア 物資の積み込み補助、炊き出し 
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第４節 飲料水等の供給 
災害で水道施設が被災したことにより給水を受けられない者や医療機関等に対し、生命や身

体を維持していくために必要な飲料水等を供給します。 

 

１ 実施業務 

 

 
 

関関係係資資料料 

☛備蓄倉庫一覧 P.7 

災害時指定避難場所一覧 P.67 

取水地点と水量（日量） P.117 

災害救助法様式 6 飲料水の供給簿 P.506 

災害救助法様式 24① 救助事務費の状況 P.525 

災害救助法様式 24② 救助事務費調査票 P.526 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

協定締結先 飲料水の供給、物資輸送 

ボランティア 飲料水の積み込み補助 
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第３節 食糧等の供給 
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第４節 飲料水等の供給 
災害で水道施設が被災したことにより給水を受けられない者や医療機関等に対し、生命や身

体を維持していくために必要な飲料水等を供給します。 
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関関係係資資料料 
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取水地点と水量（日量） P.117 
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第５節 生活必需品の供給 
災害による混乱から被災者の生活の安定を図るため、時間により変化する被災者のニーズを

把握し、県、関係機関や協定先等と連携して、被災者に生活必需品を供給します。 

 

１ 実施業務 

 

 
 

関関係係資資料料 

☛備蓄倉庫一覧 P.7 

災害時指定避難場所一覧 P.67 

災害救助法様式 7 被服、寝具その他生活必需品の給与状況 P.507 

災害救助法様式 24① 救助事務費の状況 P.525 

災害救助法様式 24② 救助事務費調査票 P.526 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

協定締結先 物資の供給、物資輸送 

ボランティア 物資の積み込み補助 

三重県 物資の供給、物資輸送 
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第６節 トイレ対策 
災害発生時及び避難生活期において、トイレの使用が困難な地域の被災者を対象に、トイレ

の調達と供給及びくみ取りを行います。 

 

１ 実施業務 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

協定締結先 トイレ、トイレ関係物資の供給、物資輸送 

ボランティア トイレ清掃 

自治会、自主防災隊 
トイレ管理、トイレ清掃、災害用マンホールト

イレの組立て 

 

 

 

 

  

担当
発災後

～

３時間

３時間

～

24時間

24時間

～

３日

３日

～

７日

７日

～

１ヶ月

１ヶ月

～

2 要配慮者に対する配慮 避難所チーム

業務内容

1 トイレ対策の実施
物資チーム、環境衛生チー
ム、上下水道チーム

　職員の配置･巡回により、避難所の状況及び上下水道等の利用可能状況を調査し、被
災者のトイレ利用に関する需要を把握し、トイレの調達、供給を行う等、トイレ対策を
実施します。
　また災害用マンホールトイレ（下水道流下型）については、使用前に下水道管の点検
を行います。

　避難所においては、トイレの設置箇所の工夫、利用介助の実施等により、要配慮者用
のトイレ利用に配慮します。
　段差の解消、手すりの設置等が見落とされないよう配慮します。

3 快適な利用の確保
避難所チーム、環境衛生
チーム、上下水道チーム

　避難所の状況に応じて避難者を中心に、ボランティアの協力を得ながら定期的な清掃
を行い、トイレの清潔を保持するとともに、避難所にある貯留型の災害用マンホールト
イレや仮設トイレの利用状況に応じて、し尿のくみ取りを実施します。また、使用にあ
たり水が必要となる下水道流下型の災害用マンホールトイレについても、利用状況に応
じて水を補給します。
　また、トイレの設置箇所の工夫、洋式便座の積極配置、女性や子ども、高齢者に対す
る安全やプライバシーの確保、脱臭、照明、採暖等トイレを快適に利用するための配慮
を行い、必要な物資を供給します。
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第５節 生活必需品の供給 
災害による混乱から被災者の生活の安定を図るため、時間により変化する被災者のニーズを

把握し、県、関係機関や協定先等と連携して、被災者に生活必需品を供給します。 

 

１ 実施業務 

 

 
 

関関係係資資料料 

☛備蓄倉庫一覧 P.7 

災害時指定避難場所一覧 P.67 

災害救助法様式 7 被服、寝具その他生活必需品の給与状況 P.507 

災害救助法様式 24① 救助事務費の状況 P.525 

災害救助法様式 24② 救助事務費調査票 P.526 
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第６節 トイレ対策 
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担当
発災後

～

３時間

３時間

～

24時間

24時間

～

３日

３日

～

７日

７日

～

１ヶ月

１ヶ月

～

2 要配慮者に対する配慮 避難所チーム

業務内容

1 トイレ対策の実施
物資チーム、環境衛生チー
ム、上下水道チーム

　職員の配置･巡回により、避難所の状況及び上下水道等の利用可能状況を調査し、被
災者のトイレ利用に関する需要を把握し、トイレの調達、供給を行う等、トイレ対策を
実施します。
　また災害用マンホールトイレ（下水道流下型）については、使用前に下水道管の点検
を行います。

　避難所においては、トイレの設置箇所の工夫、利用介助の実施等により、要配慮者用
のトイレ利用に配慮します。
　段差の解消、手すりの設置等が見落とされないよう配慮します。

3 快適な利用の確保
避難所チーム、環境衛生
チーム、上下水道チーム

　避難所の状況に応じて避難者を中心に、ボランティアの協力を得ながら定期的な清掃
を行い、トイレの清潔を保持するとともに、避難所にある貯留型の災害用マンホールト
イレや仮設トイレの利用状況に応じて、し尿のくみ取りを実施します。また、使用にあ
たり水が必要となる下水道流下型の災害用マンホールトイレについても、利用状況に応
じて水を補給します。
　また、トイレの設置箇所の工夫、洋式便座の積極配置、女性や子ども、高齢者に対す
る安全やプライバシーの確保、脱臭、照明、採暖等トイレを快適に利用するための配慮
を行い、必要な物資を供給します。
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第７節 被災者への情報伝達活動 
被災者に正確な災害情報、安否情報、生活関連情報を提供することにより、風評等による混

乱を防止します。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

報道機関 市民の皆さんや他地域への広報の協力 

自治会 広報紙、災害情報紙の配布協力 

災害ボランティアセンター ボランティア情報の発信 
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第８節 保健活動 
被災地住民の疾病予防、健康保持、災害関連死を防止する観点から、健康相談や疾病予防対

策を実施します。 

 

１ 実施業務 

 

担当
発災後

～

３時間

３時間

～

24時間

24時間

～

３日

３日

～

７日

７日

～

１ヶ月

１ヶ月

～

2 こころのケア
教育チーム、医療保健チー
ム

業務内容

1 健康調査・健康相談 医療保健チーム

　避難生活が長期になると予想される場合、定期的に避難所等を巡回し、被災者の健康
状態を調査するとともに、特に高齢者など要配慮者の心身の健康状態を考慮しながら、
必要に応じて栄養面をはじめとする保健指導及び健康相談を実施します。（基本法第8
条の2）

3 臨時予防接種の実施 医療保健チーム

　県から予防接種法に基づく臨時予防接種の実施の指示を受けた場合には、その指示に
従い実施します。実施にあたっては、在宅避難者を含めて幅広く広報します。

　県と連携し、精神科医等の協力を得て災害の直接体験や生活環境の激変による精神的
不調に対し、こころのケアを実施します。また、保育所、幼稚園、学校、教育委員会等
と連携し、被災したこどもへのこころのケアに努めます。

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県伊勢保健所 
救護活動の実施 

健康相談、訪問指導の実施 

伊勢地区医師会、伊勢地区歯科医師会 救護活動支援 

医療ボランティア 
救護活動の実施 

健康相談、訪問指導の実施 
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第９節 防疫対策 
被災地における衛生環境悪化に伴う感染症の感染防止やまん延防止等を推進するため、防疫

態勢を確立します。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県伊勢保健所 感染症予防 
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第１０節 食品衛生の確保 
被災者に対し安全で衛生的な食品を供給するため、県や協定先等と連携して衛生指導を行

い、食中毒の発生防止に努めます。 

 

１ 実施業務 
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第１１節 行方不明者の捜索及び遺体の処置、埋火葬 
災害によって行方不明となった者の捜査及び災害により発生した遺体の安置・処置、埋火葬

等を県や協定先等と連携して円滑に実施します。 

  

１ 実施業務 

 

 
 

関関係係資資料料 

☛災害救助法様式 15 埋葬台帳 P.515 

災害救助法様式 16 死体処理台帳 P.516 

災害救助法様式 24① 救助事務費の状況 P.525 

災害救助法様式 24② 救助事務費調査票 P.526 

    

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 遺体の処理、埋火葬に関する広域調整 

伊勢地区医師会 遺体の検案 

伊勢地区歯科医師会 身元不明者の確認支援 

伊勢警察署 

行方不明者の捜索、遺体の検視 

行方不明者相談、身元確認への協力 

身元引受人への遺体引渡し 

協定締結先 
納棺用品等の調達協力 

遺体の搬送協力 
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第１２節 廃棄物・し尿処理対策 
被災者が衛生的な環境で生活することができるよう、県や関係団体と協力し、迅速な対応に

努めます。 

 

１ 実施業務 

 

 
 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 災害廃棄物処理に係る応援の調整 

伊勢広域環境組合 ごみ処理、し尿処理 

ボランティア 地域の清掃 
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第１３節 災害ボランティア活動支援 
災害時においては、ボランティアによる協力を必要とする状況が数多く発生することが想定

されます。ボランティア活動希望者の善意を最大限活かせるよう、災害ボランティアセンター

を災害時体制に移行し、幅広いニーズに対応します。 

１ 実施業務 

 

 

  

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

伊勢市社会福祉協議会 災害ボランティアセンターの運営 
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第６章 再建への足掛かり 

第１節 住宅応急対策 
災害により住家に被害を受け、自己の資力では住宅を確保できない者、及びそのままでは当

面日常生活を営むことができない者に対し、応急的に住宅の修理や提供等の対策を行い、健全

な生活環境の確保に資します。 

 

１ 実施業務 

 

関関係係資資料料 

☛災害救助法様式４-1①（建設型応急住宅） 応急仮設住宅台帳（建設型応急住宅） P.502 

災害救助法様式４-1②（建設型応急住宅） 応急仮設住宅台帳（その２）（建設型応急住宅）P.503 

災害救助法様式４-2（賃貸型応急住宅） 応急仮設住宅台帳（賃貸型応急住宅）P.504 

災害救助法様式 12 住宅応急修理記録簿 P.512 

災害救助法様式 17 障害物除去の状況 P.517 

災害救助法様式 24① 救助事務費の状況 P.525 

災害救助法様式 24② 救助事務費調査票 P.526 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 応急仮設住宅の建設 

ボランティア 住宅の土砂等障害物の除去等への協力 



第３編 公助  第５章 いのちをつなぐ 

168 

第１３節 災害ボランティア活動支援 
災害時においては、ボランティアによる協力を必要とする状況が数多く発生することが想定

されます。ボランティア活動希望者の善意を最大限活かせるよう、災害ボランティアセンター

を災害時体制に移行し、幅広いニーズに対応します。 

１ 実施業務 
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連携先 役割 
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ボランティア 住宅の土砂等障害物の除去等への協力 

第
３
編

公
助



第３編 公助  第６章 再建への足掛かり 

170 

第２節 応急教育対策 
災害時に児童生徒等の安全を確保するとともに、その後の混乱や学校施設等の被災、避難所

運営等により通常の教育に支障をきたす場合は、教育施設及び教職員等を確保の上、応急教

育、応急保育を実施し、早期の教育・保育の再開を目指します。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県教育委員会 応急教育実施及び学校再開への調整 

ＰＴＡ等教育関係団体 学校教育再開への協力 

 

 

 

  

 

  

担当
発災後

～

３時間

３時間

～

24時間

24時間

～

３日

３日

～

７日

７日

～

１ヶ月

１ヶ月

～

　保育所（園）、こども園の被害状況を把握し、状況に応じて臨時保育所の確保等、応
急保育を行うとともに、必要な場合は入所手続を省いた一時入所サービスの提供に努め
ます。

業務内容

1 応急教育対策 教育チーム

　学校施設の被害調査の上、復旧計画を作成するとともに、避難所運営との関係など施
設の状況に応じて、代替施設も含めた学校施設の確保、教職員の確保に努め、応急教育
を実施の上、学校教育の早期再開を目指します。

2 応急保育対策 保育課
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第３節 労働者の確保 
災害時に必要な労働者等の人員を確保し、応急作業及び復旧作業の円滑な推進のための労力

不足を補います。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

ハローワーク伊勢 労働者の確保 
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第４節 他市町村の支援体制の確立 
地震や風水害等の大規模災害時に市が被害を受けていない場合、支援本部を設置し、被災し

た市町村への支援を効率的、効果的に実施します。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 被災県との調整 

市現地調整チーム 被災地のニーズの把握 
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第７章 都市基盤の復旧 

第１節 公共施設の災害復旧 
被災した道路や河川等の公共土木施設、公共施設、農林業関連施設等の復旧事業の促進を図

り、市民の皆さんの生活基盤、産業活動基盤の早期確保に努めます。 

 

１ 実施業務 
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関関係係資資料料 

☛激甚災害に係る財政援助措置の対象一覧 P.123 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 

土木施設復旧事業 

農林水産施設関連施設復旧事業対応 

激甚災害法に定める調査 
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第８章 被災者への生活支援 

第１節 被災者支援対応 
被災者に対する租税等の徴収猶予、公共料金の特例措置等の積極的かつ円滑な推進や、災害

により離職を余儀なくされた方に対する国の職業あっせんや雇用保険の失業給付等に関する情

報提供や手続の簡素化などにより、被災者の自力復興、安定した生活の早期回復を支援しま

す。 

 

１ 実施業務 

担当
発災後

～

３時間

３時間

～

24時間

24時間

～

３日

３日

～

７日

７日

～

１ヶ月

１ヶ月

～

離職者への措置 商工労政課

業務内容

1 租税等の特例措置
課税課、医療保険課、介護保
険課、保育課、教育総務課

　被災した市税等納付者の救済措置として、市税等の納期限の延長、徴収猶予及び減免
について条例に基づき速やかに適切な措置を講じます。国税、県税等についても同様の
措置がとられます。また、保育料についても全部または一部を減免することができるな
ど、各種特例措置を的確に運用します。

2 公共料金等の特例措置 料金課

　郵便料金、電話料金、電気料金、ガス料金等の公共料金について、各事業者がそれぞ
れの基準に基づいて減免や支払い期限延伸などの特例措置を講じます。

3

6 被災者相談窓口の設置 生活再建チーム

　被災者が生活の再建に向けて、的確な支援を早期に受けることができるように、関係
機関と連携しながら、様々な相談・問い合わせに、一元的かつ柔軟に対応するため被災
者相談窓口を開設します。(基本法第8条）

4
雇用保険の失業給付に関す
る特例措置

商工労政課

　災害後の被災者支援を円滑に進めるため、被災状況や支援の状況などの情報を共有
し、統括的に管理する被災者台帳を作成し、被災者の自立に対する配慮事項の把握、援
助や助成措置を行います。

　ハローワーク伊勢が実施する臨時職業相談窓口の設置、職業訓練受講指示、職業転換
給付金制度等の活用などに対し、市は適切に協力して広報や案内等を行います。

　ハローワーク伊勢が行う証明書による失業の認定や、激甚災害による休業者に対する
基本手当の支給などを適切に案内します。

5 被災者台帳の作成、整理 生活再建チーム
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関関係係資資料料 

☛激甚災害に係る財政援助措置の対象一覧 P.123 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 

土木施設復旧事業 

農林水産施設関連施設復旧事業対応 

激甚災害法に定める調査 
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第８章 被災者への生活支援 

第１節 被災者支援対応 
被災者に対する租税等の徴収猶予、公共料金の特例措置等の積極的かつ円滑な推進や、災害

により離職を余儀なくされた方に対する国の職業あっせんや雇用保険の失業給付等に関する情

報提供や手続の簡素化などにより、被災者の自力復興、安定した生活の早期回復を支援しま

す。 

 

１ 実施業務 

担当
発災後

～

３時間

３時間

～

24時間

24時間

～

３日

３日

～

７日

７日

～

１ヶ月

１ヶ月

～

離職者への措置 商工労政課

業務内容

1 租税等の特例措置
課税課、医療保険課、介護保
険課、保育課、教育総務課

　被災した市税等納付者の救済措置として、市税等の納期限の延長、徴収猶予及び減免
について条例に基づき速やかに適切な措置を講じます。国税、県税等についても同様の
措置がとられます。また、保育料についても全部または一部を減免することができるな
ど、各種特例措置を的確に運用します。

2 公共料金等の特例措置 料金課

　郵便料金、電話料金、電気料金、ガス料金等の公共料金について、各事業者がそれぞ
れの基準に基づいて減免や支払い期限延伸などの特例措置を講じます。

3

6 被災者相談窓口の設置 生活再建チーム

　被災者が生活の再建に向けて、的確な支援を早期に受けることができるように、関係
機関と連携しながら、様々な相談・問い合わせに、一元的かつ柔軟に対応するため被災
者相談窓口を開設します。(基本法第8条）

4
雇用保険の失業給付に関す
る特例措置

商工労政課

　災害後の被災者支援を円滑に進めるため、被災状況や支援の状況などの情報を共有
し、統括的に管理する被災者台帳を作成し、被災者の自立に対する配慮事項の把握、援
助や助成措置を行います。

　ハローワーク伊勢が実施する臨時職業相談窓口の設置、職業訓練受講指示、職業転換
給付金制度等の活用などに対し、市は適切に協力して広報や案内等を行います。

　ハローワーク伊勢が行う証明書による失業の認定や、激甚災害による休業者に対する
基本手当の支給などを適切に案内します。

5 被災者台帳の作成、整理 生活再建チーム
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２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 
県税の減免措置 

再就職の支援 

国税庁 国税の減免措置 

郵政、通信、電気、ガス等の事業者 料金減免等の措置 

ハローワーク伊勢 職業斡旋、離職者支援、雇用保険の失業給付 

 

 

 

 

  

担当
発災後

～

３時間

３時間

～

24時間

24時間

～

３日

３日

～

７日

７日

～

１ヶ月

１ヶ月

～業務内容

8 学用品の給与 教育チーム

　被災により学用品を喪失または毀損し、就学上支障のある児童生徒に対し、必要な学
用品を給与し、就学を援助します。

7 被災者支援パンフレット 情報チーム

　被災者が「いつもの生活を取り戻すため」に、生活の再建に向けて受けることができ
る様々な支援について広く周知するため、関係チーム、関係機関と連携しながら、一定
の期間ごとに最新の情報を提供します。
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第２節 住家等被害認定調査 
各種の被災者への支援措置を早期に実施するため、発災後迅速に被災家屋等の調査、被害認

定を行います。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 応援職員の派遣 

協定締結先 応援職員の派遣 

近隣市町 応援職員の派遣 
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２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 
県税の減免措置 

再就職の支援 

国税庁 国税の減免措置 

郵政、通信、電気、ガス等の事業者 料金減免等の措置 

ハローワーク伊勢 職業斡旋、離職者支援、雇用保険の失業給付 

 

 

 

 

  

担当
発災後

～

３時間

３時間

～

24時間

24時間

～

３日

３日

～

７日

７日

～

１ヶ月

１ヶ月

～業務内容

8 学用品の給与 教育チーム

　被災により学用品を喪失または毀損し、就学上支障のある児童生徒に対し、必要な学
用品を給与し、就学を援助します。

7 被災者支援パンフレット 情報チーム

　被災者が「いつもの生活を取り戻すため」に、生活の再建に向けて受けることができ
る様々な支援について広く周知するため、関係チーム、関係機関と連携しながら、一定
の期間ごとに最新の情報を提供します。
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第２節 住家等被害認定調査 
各種の被災者への支援措置を早期に実施するため、発災後迅速に被災家屋等の調査、被害認

定を行います。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 応援職員の派遣 

協定締結先 応援職員の派遣 

近隣市町 応援職員の派遣 
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第３節 罹災証明書の交付 
各種の被災者への支援措置を早期に実施するため、罹災証明書の交付体制を確立し、被災者

に対して迅速かつ的確に罹災証明書を発行します。 

 

１ 実施業務 

 

 

  

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 応援職員の派遣 

協定締結先 応援職員の派遣 

近隣市町 応援職員の派遣 

 

 

 

  

担当
発災後

～

３時間

３時間

～

24時間

24時間

～

３日

３日

～

７日

７日

～

１ヶ月

１ヶ月

～業務内容

　住宅等被害認定調査の結果を受け、罹災台帳を作成します。また、被害を受けた住居
者等からの申請により、迅速かつ的確に罹災証明書及び罹災届出証明書を交付します。
　また、火災調査の結果を受け、火災被害を受けた居住者等からの申請に対して、罹災
証明書を交付します。(基本法第90条の2）

1 罹災証明書等の交付
生活再建チーム、消防チー
ム
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第４節 被災者生活再建支援制度の適用 
自然災害により生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して被災者生活再建支援金を支給

し、被災者が自ら生活再建への意欲を持って自立した生活をできるよう支援します。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

関関係係資資料料 

☛被災者生活再建支援法の適用基準と対象世帯 P.130 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 
内閣府、被災者生活再建支援法人との連絡調整 

法の適用、公示 
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第３節 罹災証明書の交付 
各種の被災者への支援措置を早期に実施するため、罹災証明書の交付体制を確立し、被災者

に対して迅速かつ的確に罹災証明書を発行します。 

 

１ 実施業務 

 

 

  

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 応援職員の派遣 

協定締結先 応援職員の派遣 

近隣市町 応援職員の派遣 

 

 

 

  

担当
発災後

～

３時間

３時間

～

24時間

24時間

～

３日

３日

～

７日

７日

～

１ヶ月

１ヶ月

～業務内容

　住宅等被害認定調査の結果を受け、罹災台帳を作成します。また、被害を受けた住居
者等からの申請により、迅速かつ的確に罹災証明書及び罹災届出証明書を交付します。
　また、火災調査の結果を受け、火災被害を受けた居住者等からの申請に対して、罹災
証明書を交付します。(基本法第90条の2）

1 罹災証明書等の交付
生活再建チーム、消防チー
ム
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第４節 被災者生活再建支援制度の適用 
自然災害により生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して被災者生活再建支援金を支給

し、被災者が自ら生活再建への意欲を持って自立した生活をできるよう支援します。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

関関係係資資料料 

☛被災者生活再建支援法の適用基準と対象世帯 P.130 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 
内閣府、被災者生活再建支援法人との連絡調整 

法の適用、公示 
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第５節 生活資金等の支給・融資 
被災者の早期生活再建及び生活の安定化を図るため、災害弔慰金、災害障害見舞金等を支給

するとともに、生活再建に必要な資金の貸付けを行います。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

伊勢市社会福祉協議会 生活福祉資金の貸付け 

住宅金融支援機構 住宅の建設・補修資金の貸付け 

 

 

 

 

  

担当
発災後

～

３時間

３時間

～

24時間

24時間

～

３日

３日

～

７日

７日

～

１ヶ月

１ヶ月

～業務内容

1
災害弔慰金、災害障害見舞
金の支給

生活再建チーム

　「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づいた「伊勢市災害弔慰金の支給等に関す
る条例」の定めるところにより、一定規模以上の災害により死亡した市民の遺族に対し
災害弔慰金を支給します。また、災害による負傷または疾病から精神または身体に著し
い障害を受けた市民に災害障害見舞金を支給します。

2 、災害見舞金の支給 生活再建チーム

「伊勢市災害見舞金支給要綱」の定めるところにより、市民の居住する家屋が災害によ
り被害を受けた場合、その世帯主に対し災害見舞金を支給します。

　住宅金融支援機構による災害復興住宅資金の融資制度についてホームページ等で情報
提供することにより活用促進を図ります。

3 災害援護資金の貸付 生活再建チーム

　災害により、被害を受けた方に対し、生活の再建や安定を図るため、「伊勢市災害弔
慰金の支給等に関する条例」の定めるところにより、資金の貸し付けを行います。

4 住宅復興資金の融資 住宅政策課
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第６節 災害義援金品の配布 
関係機関、団体等と協力し、被災者に対する義援金品の募集及び的確かつ公平な配分によ

り、被災者の自立的生活再建を支援します。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 
三重県の義援品の配分 

義援金の配分方法等についての協議 

日本赤十字社三重県支部 日本赤十字社における義援金品の配分 

三重県共同募金会 共同募金会における義援金の配分 
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第５節 生活資金等の支給・融資 
被災者の早期生活再建及び生活の安定化を図るため、災害弔慰金、災害障害見舞金等を支給

するとともに、生活再建に必要な資金の貸付けを行います。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

伊勢市社会福祉協議会 生活福祉資金の貸付け 

住宅金融支援機構 住宅の建設・補修資金の貸付け 

 

 

 

 

  

担当
発災後

～

３時間

３時間

～

24時間

24時間

～

３日

３日

～

７日

７日

～

１ヶ月

１ヶ月

～業務内容

1
災害弔慰金、災害障害見舞
金の支給

生活再建チーム

　「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づいた「伊勢市災害弔慰金の支給等に関す
る条例」の定めるところにより、一定規模以上の災害により死亡した市民の遺族に対し
災害弔慰金を支給します。また、災害による負傷または疾病から精神または身体に著し
い障害を受けた市民に災害障害見舞金を支給します。

2 、災害見舞金の支給 生活再建チーム

「伊勢市災害見舞金支給要綱」の定めるところにより、市民の居住する家屋が災害によ
り被害を受けた場合、その世帯主に対し災害見舞金を支給します。

　住宅金融支援機構による災害復興住宅資金の融資制度についてホームページ等で情報
提供することにより活用促進を図ります。

3 災害援護資金の貸付 生活再建チーム

　災害により、被害を受けた方に対し、生活の再建や安定を図るため、「伊勢市災害弔
慰金の支給等に関する条例」の定めるところにより、資金の貸し付けを行います。

4 住宅復興資金の融資 住宅政策課
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第６節 災害義援金品の配布 
関係機関、団体等と協力し、被災者に対する義援金品の募集及び的確かつ公平な配分によ

り、被災者の自立的生活再建を支援します。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 
三重県の義援品の配分 

義援金の配分方法等についての協議 

日本赤十字社三重県支部 日本赤十字社における義援金品の配分 

三重県共同募金会 共同募金会における義援金の配分 
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第７節 中小企業等の再建支援 
被災した中小企業者及び農林漁業者等に対して、各種金融制度等の周知及び活用促進を図

り、迅速な経営の回復と安定化を促進します。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

金融機関 貸付け準備、貸付け 

商工関係団体 被災企業の自立支援 
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第９章 復興に向けた始動 

第１節 復興計画の立案 
総合的かつ長期的な視点に立った復興に向けて、体制の整備を図り、地域全体の意見を踏ま

えた復興方針、復興計画を定めることにより、被災前の地域課題を解決し、地域の環境をより

良いものに再生させる復興対策の実施に繋げます。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 復旧事業対応、財源の確保 

担当
発災後

～

３時間

３時間

～

24時間

24時間

～

３日

３日

～

７日

７日

～

１ヶ月

１ヶ月

～

　本格的な復旧作業及び、復旧事業の実施のためには、通常業務に加えて膨大な事務執
行が長期間にわたり必要となります。その人員を賄うために、特に人材を必要とする部
門については、弾力的かつ集中的に人員配置を行うとともに、会計年度任用職員等を雇
用し対応にあたります。

　市街地復興に関する方針、その事業手法等を定める復興計画の策定を行います。復興
計画は、復興対策事業の進捗に応じて適宜見直しを行います。

3 復興財源の確保 関係課

　被害状況から復興事業に係る財政需要を算定し、国、県に対し復興財源の補助等を要
請します。激甚災害の指定補助や起債、交付税措置や他事業の抑制等により復興財源の
確保を図ります。

4 人的資源の確保 職員課

2 復興方針、計画の策定 都市計画課

業務内容

1 災害復興対策本部の設置 企画調整課、都市計画課

　災害により重大な被害を受けた場合において、土地利用の方針策定や都市の復興対策
を迅速に実施するため、必要があると認めたときは、伊勢市災害復興対策本部を設置し
ます。

1 災害対策本部の縮小・廃止 企画チーム

　市域で災害発生のおそれが無くなった場合や、災害応急対策がおおむね完了した場合
には災害対策本部を縮小・廃止し、復旧、復興業務に資源を投入します。
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第７節 中小企業等の再建支援 
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　本格的な復旧作業及び、復旧事業の実施のためには、通常業務に加えて膨大な事務執
行が長期間にわたり必要となります。その人員を賄うために、特に人材を必要とする部
門については、弾力的かつ集中的に人員配置を行うとともに、会計年度任用職員等を雇
用し対応にあたります。

　市街地復興に関する方針、その事業手法等を定める復興計画の策定を行います。復興
計画は、復興対策事業の進捗に応じて適宜見直しを行います。

3 復興財源の確保 関係課

　被害状況から復興事業に係る財政需要を算定し、国、県に対し復興財源の補助等を要
請します。激甚災害の指定補助や起債、交付税措置や他事業の抑制等により復興財源の
確保を図ります。

4 人的資源の確保 職員課

2 復興方針、計画の策定 都市計画課

業務内容

1 災害復興対策本部の設置 企画調整課、都市計画課

　災害により重大な被害を受けた場合において、土地利用の方針策定や都市の復興対策
を迅速に実施するため、必要があると認めたときは、伊勢市災害復興対策本部を設置し
ます。

1 災害対策本部の縮小・廃止 企画チーム

　市域で災害発生のおそれが無くなった場合や、災害応急対策がおおむね完了した場合
には災害対策本部を縮小・廃止し、復旧、復興業務に資源を投入します。
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第２節 市民生活の復興 
住家を失った低所得罹災世帯向けの災害公営住宅の建設をはじめ、迅速な家屋解体の推進、

民間住宅の建設促進や情報提供等を通じて、被災者の恒久的な住宅の確保、応急仮設住宅の早

期解消を図り、生活の安定に資します。また、保健・医療・福祉サービスの充実により、被災

者、市民の皆さんの健康管理や治療の継続、介護や保育サービス等の確保を図ります。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 災害公営住宅建設等の事業支援 

伊勢地区医師会、伊勢地区歯科医師会 医療の継続 

伊勢市社会福祉協議会 福祉サービスの調整 

担当
発災後

～

３時間

３時間

～

24時間

24時間

～

３日

３日

～

７日

７日

～

１ヶ月

１ヶ月

～業務内容

1 災害公営住宅の建設 住宅政策課

　住宅被害の実態を把握し、災害公営住宅（大規模な災害により住宅被害が発生した場
合に，低所得罹災世帯のために国庫の補助を受け整備するもの）の建設、及び既設公営
住宅の復旧に関する建設計画を作成し、これに基づき建設または復旧を実施して、特定
入居選定基準を作成の上、入居者の選定を行います。

5 公費解体 環境衛生チーム、営繕課

　倒壊等、撤去の緊急性が高い家屋については、市が所有者に代わって、家屋等の解
体・撤去を行う公費解体を検討します。

2 民間施設の借り上げ 応急復旧チーム

　子どもたちが明るく過ごせるよう子育て世代を支援するための保育サービスの確保、
充実を図り災害により健全な次世代の育成環境が損なわれないように努めます。

　被害の状況や、被災者数から必要であれば「みなし仮設住宅」の借り上げを検討しま
す。

3 保健、医療の充実 健康課

　保健・医療サービスの水準維持、充実により、特に、応急仮設住宅入居者や避難者等
の健康管理、医療環境の維持、こころのケアに努めます。

4 次世代育成支援
保育課、教育総務課、学校
教育課
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２節 市民生活の復興 
住家を失った低所得罹災世帯向けの災害公営住宅の建設をはじめ、迅速な家屋解体の推進、
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３時間

３時間

～
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24時間

～

３日

３日

～

７日
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～

１ヶ月

１ヶ月

～業務内容

1 災害公営住宅の建設 住宅政策課

　住宅被害の実態を把握し、災害公営住宅（大規模な災害により住宅被害が発生した場
合に，低所得罹災世帯のために国庫の補助を受け整備するもの）の建設、及び既設公営
住宅の復旧に関する建設計画を作成し、これに基づき建設または復旧を実施して、特定
入居選定基準を作成の上、入居者の選定を行います。

5 公費解体 環境衛生チーム、営繕課

　倒壊等、撤去の緊急性が高い家屋については、市が所有者に代わって、家屋等の解
体・撤去を行う公費解体を検討します。

2 民間施設の借り上げ 応急復旧チーム

　子どもたちが明るく過ごせるよう子育て世代を支援するための保育サービスの確保、
充実を図り災害により健全な次世代の育成環境が損なわれないように努めます。

　被害の状況や、被災者数から必要であれば「みなし仮設住宅」の借り上げを検討しま
す。

3 保健、医療の充実 健康課

　保健・医療サービスの水準維持、充実により、特に、応急仮設住宅入居者や避難者等
の健康管理、医療環境の維持、こころのケアに努めます。

4 次世代育成支援
保育課、教育総務課、学校
教育課
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第３節 社会基盤・都市基盤の復旧・復興 
被災状況、地域の従前の社会基盤・都市基盤施設の整備状況、既存の長期計画における位置

づけ等をもとに迅速な復旧を目指し、市街地復興の方針、目的、手法等を決定し、災害に強い

まちの形成や快適な都市環境の形成を図ります。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

三重県 各種復旧事業対応 
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第４節 地域経済復興支援 
地域に人々がとどまり、人々が戻ってこられるよう、雇用や生活環境を守るため、事業者の

事業継続、中小企業の支援、地域経済全体の活性化のための支援等を行います。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

商工関係団体 被災中小企業の自立、産業振興の支援 
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第４節 地域経済復興支援 
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事業継続、中小企業の支援、地域経済全体の活性化のための支援等を行います。 

 

１ 実施業務 

 

 

 

２ 主な連携先となる関係機関等と役割 

 

連携先 役割 

商工関係団体 被災中小企業の自立、産業振興の支援 

 

 

 

 

伊勢市地域防災計画の沿革 
 

平成１８年度  旧４市町村の地域防災計画をベースに作成 

平成２１年度  水防法の改正に伴い修正 

平成２３年度  災害対策本部設置基準の改正、担当課を明記 

平成２４年度  避難所指定基準の作成に伴う修正 

平成２５年度  災害対策基本法改正に伴う修正 

平成２６年度  災害対策基本法改正に伴う修正・南海トラフ地震防災対策推進計画策定 

平成２７年度  東日本大震災の教訓を基に大規模改訂 

平成２８年度  洪水浸水想定区域図【宮川】の公表に伴う避難所見直し及び熊本地震の教

訓を基に改訂 

平成２９年度  台風第 21 号の教訓を基に改訂 

平成３０年度  施策の進展等を踏まえた改訂 

令和２年度   洪水浸水想定区域図【県管理河川】及び高潮浸水想定区域図の公表、 

土砂災害警戒区域の指定に伴う避難所見直し 

避難勧告等に関するガイドライン(内閣府)の更新に伴う修正 

令和３年度   避難情報の変更に伴う修正 

        高潮浸水想定に対応した避難所見直し 

令和 4年度   施策の進展等を踏まえた改訂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




